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第２５回期 

第２８回浅川町農業委員会総会 議事録 
 

１ 開催日時 令和７年１０月１７日（金） 午後１時３０分から午後２時２０分 

 

２ 開催場所 浅川町役場 ２階大会議室 

 

３ 出席委員（委員８人・推進委員８人） 

 

 

４ 欠席委員（４名） 

 

 

 

 

 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２ 会議書記の指名 

 

第３ 付議事項 

（１）議案第７０号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項に基づく農

用地利用集積等促進計画（案）に対する意見決定について 

３件 

（２）議案第７１号  農業経営改善計画の認定に係る意見決定について 

１件 

（３）議案第７２号  農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定 

会 長 １０番 白川 清一 

会長職務代理者 ９番 酒井 秀忠 

委 員 １番 兼子 泰彦 

同 ２番 髙坂 和幸 

同 ３番 須藤 孝夫 

同 ４番 藤田 保幸 

同 ７番 須藤 一二 

同 ８番 小針 充則 

推 進 委 員 （ 簑 輪 ・ 袖 山 ） 関根 盛夫 

同 （ 大 草 ） 斎藤 良文 

同 （小貫・太田輪） 薄井 常義 

同 （里白石・福貴作）  須藤 寿行 

同 （ 山 白 石 ） 我妻 伸司 

同 （ 山 白 石 ） 岡田 勇弥 

同 （ 浅 川 ・ 滝 輪 ） 緑川 孝雄 

同 （東大畑・畑田） 小室 一男 

委     員 ５番 富永  勉 

同 ６番 鈴木  啓 

推 進 委 員 （ 中 根 松 ） 会田 信二 

同 （里白石・福貴作）  鈴木 政吉 
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について 

１件  

 

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長  関根 恵美子 

主  査  生田目 麻貴 

 

７ 会議の概要 

事務局長 一同ご起立願います。礼、着席願います。 

会長から開会と招集のご挨拶をいたします。  

 

会  長 ただいまから第２８回浅川町農業委員会総会を開会いたします。 

本日もご多忙のなか、ご参集頂き誠にありがとうございます。 

稲刈りもほとんどの方が終わりひと段落ついたことかと思います。今

後の市場での値段が大変気になる処ではございますが、推移を見守るし

かないと思っております。国会も来週には臨時国会が予定されており新

しい内閣が発足するようです。新しい政府には、農業生産者にとってプ

ラスになるような政策をして頂きたいと強く思っているところです。 

また来月には、東京で全国農業委員会会長大会がございます。そのな

かで県選出の国会議員の方々との意見交換が予定されております。色々

な意見が出されることを期待しております。 

さて、本日は、関係機関・団体との連絡会議がございます。引き続き

の会議となりますがよろしくお願いいたします。 

今回の議案ですが、議案第７０～７２号案件として５件でございま

す。 

皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本日の出席委員は１０名中８名です。 

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の定足数に達しておりま

すので、第２７回浅川町農業委員会総会は成立しました。 

なお、推進委員の出席は１０名中８名です。 

 

議事日程第１の議事録署名委員の指名についてお諮りします。 

浅川町農業委員会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委

員ですが、会長指名することで、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認め、８番、小針充則委員、９番、酒井秀忠委員を指名い

たします。 

次に、議事日程第２の会議書記の指名を行います。 

書記には事務局職員の生田目主査を指名いたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

それでは、議事日程第３、議案第７０号、農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条第３項に基づく農用地利用集積等促進計画（案）に

対する意見決定についての議案に移りますが、その前に議案第７０号の

①から③はそれぞれ関連がありますので一括して審議したいと思いま

すがご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認め、議案第７０号①から③は一括審議とします。 

それでは、議案第７０号、農地中間管理の推進に関する法律第１９条

第３項に基づく農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見決定につ

いて上程いたします。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（議案第７０号①～③朗読） 

なお、＊＊＊＊番地については、隣の圃場との間に畦畔がなく１枚の

圃場となっております。台帳上は２筆あるため＊＊＊＊番地も利用権の

設定が必要でしたが、今回の促進計画案に含めることが出来なかったた

め、次回以降の総会で改めて促進計画案を作成することになることを農

政課と事前に協議しておりますので、申し添えます。 

続けて補足説明いたします。本案件は、農地中間管理事業に伴うもの

であります。 

内容としましては、農地中間管理機構である公益財団法人福島県農業

振興公社が借り受けた農地を、受け手へ分配する案となっております。 

この促進計画については農地中間管理機構が定めるものであり、内容

に関して意見を求められているものです。意見決定後、町から農業振興

公社を通して県に提出され、県知事の認可後に公告されることとなりま

す。 

①は農地の出し手である＊＊＊＊さんから農地中管理機構へ貸し付

ける案、②～③は農地中間管理機構から＊＊＊＊さん、＊＊＊＊さんが

借り受ける案となっております。 

借受人の２名についてはともに＊＊＊＊地区で水稲を中心に経営さ

れている認定農業者です。 

出し手が農業をやめるということで、同地区の方に耕作をお願いした

いという相談があり、今回集積計画を作成することとなりました。 

促進計画の内容は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

５項に規定される、継続的な農業経営状況、従事日数、対象農地の賃借

権の設定等を受けるすべての者の同意が得られていること等の要件を

すべて満たしていると思われます。以上です。 

 

議案第７０号について、簑輪・袖山地区推進委員 関根盛夫委員の調

査報告及び意見を求めます。 
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関根委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

簑輪・袖山地区担当推進委員の関根です。 

議案第７０号、農用地使用集積等促進計画（案）①～③についての調

査結果の報告及び意見を申し上げます。 

貸付人、＊＊＊＊さん。借受人、＊＊＊＊さん、＊＊＊＊さん。以下

記載のとおりです。 

１０月１１日９時より、地区副担当の兼子委員及び貸付人、借受人立

ち会いのもと現地にて調査をして参りました。 

事務局から説明があったとおり、今回賃借権の設定を受ける＊＊＊＊

さん、＊＊＊＊さんについては、認定農業者であります。 

貸付人は、高齢のため耕作できないとのことでした。＊＊＊＊さんは

田＊＊＊＊ヘクタールと、トマトやきゅうりなどのハウス栽培をしてい

ます。＊＊＊＊さんは田を＊＊＊＊ヘクタールと、アスパラなどのそ菜

を栽培しており、二人とも家族と協力して経営を行っています。 

お二人の経営状況からみて、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第５項の要件をいずれも満たしていると思われ、今回の促進計画

案は問題ないものと考えます。以上です。 

 

事務局の説明及び地区推進委員の報告が終わりましたので質疑を許

します。 

議案第７０号①から③について質疑ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認め、農業委員の採決をとります。 

議案第７０号①から③について、原案のとおり決定することに賛成の

農業委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

全員賛成ですので、議案第７０号、農地中間管理の推進に関する法律

第１９条第３項に基づく農用地利用集積等促進計画（案）①から③につ

いては許可相当と意見決定いたします。 

次に、議案第７１号、農業経営改善計画の認定に係る意見決定につい

て上程いたします。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（議案第７１号朗読） 

続けて補足説明いたします。 

今回の案件は、農業経営改善計画書の認定にあたり農業委員会として

の意見を求められているものです。 

農業経営改善計画は、農業委員会の意見決定と、町、JA、普及所など

の関係機関で構成された審議会を経て認定されます。 

また、計画の認定にあたっては、町の農業経営基盤の強化の促進に関
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会  長 

 

 

 

髙坂委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

する基本的な構想に沿った計画である必要があります。 

皆様のお手元に計画書の写しを配布してありますので、１枚目をご覧

ください。申請者は＊＊＊＊さんです。兼業農家であり、今まではお父

さんと農作業を分担されていましたが、今後作付け面積を増やしていく

意欲があるということで、農業経営改善計画が作成されました。 

①の（２）に記載のとおり、５年後の年間農業所得が３３９万円、年

間労働時間は１，８００時間であり、基本構想に沿った内容となってお

ります。 

作目は水稲の単一経営です。 

栽培面積については、現状が２５０アール、５年後の目標が５００ア

ールとなっており、内訳は２枚目の（３）のアに記載のとおり、所有地・

借入地ともに増となっております。 

続けて２枚目中段をご覧ください。③～⑥にありますとおり、目標達

成のための措置も各項目記載がなされております。この措置を講ずるこ

とにより、定めた目標を到達する計画です。 

浅川町農業委員会として、＊＊＊＊さんの経営改善計画は基本的な構

想に沿ったものであると認められるか、認定に異議がないか審議をお願

いいたします。以上です。 

 

本申請は＊＊＊＊地区の方となりますが、中里・根岸・松野入地区推

進委員 会田信二委員は本日欠席のため、同じく中里・根岸・松野入地

区担当の髙坂委員より何か意見がありましたら発言願います。 

 

中里・根岸・松野入地区担当委員の髙坂です。 

本日会田推進委員が欠席のため、私が代理で意見を述べさせていただ

きます。 

１０月１１日土曜日午前１１時３０分より、私と会田委員で申請人の

自宅を訪ね、農業経営改善計画に関する話を聞いてまいりました。 

計画は農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に沿う内容

であり、集落農業の担い手が増え、当地区におきましても価値あること

だと思いますので、特に異議はありません。以上です。 

 

事務局の説明及び地区推進委員の発言が終わりましたので質疑を許

します。 

議案第７１号について質疑ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

私から１点お聞きします。農業経営改善計画の認定を受けることでど

のようなメリットがあるのですか。 

 

農業経営改善計画書や青年等就農計画の内容が認定されますと、その

後に審査会を開催し、最終的に町長の決済を受けて認定農業者、または
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会  長 

 

須藤（孝）委員 

 

 

事務局長 

 

 

 

須藤（孝）委員 

 

 

事務局長 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定新規就農者として位置づけすることになります。 

メリットとしましては、浅川町認定農業者等推進協議会に入っていた

だき、研修や学習会に参加していただくことができます。 

また、本日この後開催される連携会議の中でも説明させていただく予

定ですが、農業担い手育成支援事業という町単独の補助事業がありまし

て、農業経営改善計画書に記載された５年後の目標を達成するために必

要な機械や設備に対する補助金を交付しております。対象となるのは３

０万円以上の農業機械等の経費の１／１０で、上限は８０万円となって

おります。 

それから農地流動化推進助成金という事業があります。認定農業者ま

たは認定新規就農者に対して、農地バンクを通じて農地を貸付した場合

に、契約年数等に応じて所有者と借り受けした人両方に１０アールあた

り２，５００円から１０，０００円の助成金を交付しています。 

認定農業者に位置付けられた方のメリットはこのくらいかと思いま

す。以上です。 

 

ありがとうございました。皆さん参考になりましたか。 

 

認定農業者以外の人に農地を貸付しても助成金は出ないということ

か。 

 

農地流動化推進助成金の目的が認定農業者へ農地を集約化するとい

うことで始まった制度ですので、認定農業者、認定新規就農者に対して

農地集積をした場合のみが対象となっております。 

 

５年後に計画が全く達成できなかった場合は補助金の返還の義務は

あるのか。 

 

国や県の補助金ではありますが、町単独の助成事業では補助金の返還

は求めていません。検査等も行っておりません。 

 

議事を中断してしまって申し訳ありませんでした。 

それでは異議なしと認め、農業委員の採決をとります。 

議案第７１号について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員

は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

全員賛成ですので、議案第７１号、農業経営改善計画の認定に係る意

見決定については、許可相当と意見決定いたします。 

次に、議事日程第３、議案第７２号、農地法第５条の規定による許可

申請に対する意見決定について上程いたします。 

事務局より議案の朗読を求めます。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

緑川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案朗読の前に、資料の差替えをお願いします。 

議案第７２号について、議案送付後に申請者より事業計画の変更の申

し出があり、申請書の差替えを行いました。 

これに伴いまして、別紙 農地法第５条許可申請一覧、及び案内図が

差替えとなっております。差替え後の資料につきましては皆様の席に配

布済みですので、ご確認お願いいたします。 

（議案第７２号朗読） 

 

議案第７２号について、浅川・滝輪地区推進委員 緑川孝雄委員の調

査報告及び意見を求めます。 

 

浅川・滝輪地区推進委員の緑川です。 

議案第７２号農地法第５条の申請について、調査結果の報告及び意見

を申し上げます。 

譲渡人 ＊＊＊＊氏、譲受人 ＊＊＊＊氏、以下記載のとおりです。 

１０月９日木曜日午前８時３０分より、地区副担当の酒井委員、及び

譲渡人、譲受人立会いのもと現地にて調査をしてまいりました。 

申請の理由は、譲受人が浅川中学校の解体工事を請け負うにあたり、

駐車場等として使用する土地を選定していたところ、申請地では浅川中

学校の建築工事の際に仮の残土置き場として一時転用した経過があり、

所有者の同意を得ることができたため今回の申請に至ったということ

です。 

調査事項である一般基準の、申請目的実現性確実性に関する項目、及

び周辺農地の営農条件への支障に関する項目、その他項目について該当

するものはなく、今回の一時転用については何ら問題ないとみてきまし

たので審議をお願いいたします。 

 

続けて事務局より補足説明をお願いします。 

 

補足説明いたします。 

まず、立地基準については、住宅、事業施設、公共施設、公益的施設

が５０メートル以内の間隔で５０戸以上連坦している市街地内にある

農地ということで、農地転用基準の３種農地に分類しました。 

転用目的は、浅川中学校旧校舎の解体工事を実施するにあたり、請負

業者である＊＊＊＊が現場事務所、駐車場として使用するため一時転用

するものです。 

令和５年度に浅川中学校の建設工事を実施した際には、申請地を残土

置き場として一時転用した経過があり、解体現場である浅川中学校旧校

舎からも近いことから所有者の同意を得て使用することになりました。 

道路に面していることなどの立地条件やこれまでの経過を踏まえる

と、該当農地よりも好条件の場所がほかにないため転用申請はやむを得

ないものと考えられます。 
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会  長 

 

 

 

須藤（寿）委員 

 

会  長 

次に、一般基準の各項目についてですが、 

１．転用に必要な資力、信用については、全額自己資金で賄う計画で

あり資金証明も添付されており問題ありません。 

２．転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合は許可

しないことになっておりますが、申請地は譲渡人の所有地であり、農地

台帳を確認しても利用権の設定等はされていないため該当しません。 

３．許可を受けた後、遅滞なく申請の用途に供する見込みがない場合

は許可しないことになっていますが、工期は令和８年１２月２０日まで

とされており該当しません。 

４．行政庁の免許、許可、認可等の処分がなされる見込みがない場合

は許可しないことになっておりますが、免許、許可、認可等を要するも

のがなく該当しません。 

５．法令により義務付けられている行政庁との協議が済んでいない場

合は許可しないことになっておりますが、協議を要するものがなく該当

しません。 

６．申請農地と一体として使用する土地がある場合、それらを一体利

用できる見込みがない場合は許可しないことになっておりますが、併用

地はないため問題ありません。 

７．事業目的からみて申請面積が適正と認められない場合は許可しな

いことになっておりますが、事業計画から見て適当な面積であり該当し

ません。 

８．申請に係る事業が土地の造成のみを目的とする場合は、一定のも

の以外は許可しないことになっていますが、現場事務所、駐車場として

の使用が目的ですので該当しません。 

９．転用が土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合、また農

業用用排水施設の機能や周辺農地に支障を及ぼすおそれがある場合は

許可しないことになっておりますが、鉄板を敷いて利用するため土砂等

の流出はありません。また、現場事務所として設置するプレハブは高さ

が約５．５メートルであり、日照条件や風通しの面で近隣農地及び農業

用施設への影響はありません。 

最後に、本申請は一時転用であり、一時転用の場合は転用期間終了後

に確実に農地に戻されると見込めない場合は許可しないことになって

おりますが、農地転用期間終了後は速やかに田として復旧する旨が記載

された農地復元に関する確約書が申請書に添付されており問題ないも

のと思われます。以上です。 

 

地区推進委員の報告及び事務局の説明が終わりましたので質疑を許

します。 

議案第７２号について、質疑ございませんか。 

 

推進委員から質問よろしいですか。 

 

許します。 



- 9 - 

 

 

須藤（寿）委員 

 

 

事務局長 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

事務局長 

 

利用平面図を見たところ、申請地と道路の間に＊＊＊＊番地が存在す

るようです。こちらは農地ではないのですか。 

 

確認したところ、町所有の土地で地目が用悪水路となっているため転

用申請や所有者の同意は不要でした。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第７２号について、異議なしとすることに賛成の農業委員は挙手

をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

全員賛成ですので、議案第７２号、農地法第５条の規定による許可申

請に対する意見決定については、許可相当と意見決定いたします。 

次に、その他に入ります。皆さんから何かございませんか。 

なければ、事務局より連絡事項お願いします。 

 

①次回総会１１月１８日（火）午後１時３０分より開催予定です。 

②９月分の活動記録簿を事務局まで提出願います。 

③福島県下農業委員大会が、１１月６日（木）パルセいいざかにて開

催されます。本日案内文を配布しておりますが、当日は９時に役場前駐

車場集合でお願いします。また、議案書送付時に、県下農業委員大会の

出欠確認書を同封していますので、まだ提出されていない方はお帰りま

でに事務局へ提出してください。 

 

それでは、以上を持ちまして第２８回浅川町農業委員会総会を閉会い

たします。 

 

ご起立願います。礼。ご苦労様でした。 
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